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リース港の広域化問題と小規模鉄道の建設

一一スコ ットランドに於ける鉄道建設の一つの例証一
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1. 問題の所在

小林照夫

（関東学院大学）

スコッ 卜ランドに於ける産業社会の展開は，多くの先進諸国に於いてそう

であったように，産業革命lζ始まる工業化政策と都市化政策を通してであっ

た。英国中央政府ウエストミンスター CWestminster）の工業化政策と都市

化政策の積極的な働きかけは， 1707年の併合後もイングランドとスコットラ

ンドの聞にはそれ以前と閉じ状態のままの宿敵としての民族感情の縫れがあ

ったので，両者間の経済的格差を是正し，少しでもその縫れを解きほぐすべ

き意味をもっていた。その意味からも，ジョージ三世（Georgeill）時代から

ビクトリア（Victoria）時代の諸政策には，目を見張るものがあった。特IC,

スコットランドに於いては，セントラノレ（Central〕，ロージアン（Lothian〕

地域の石炭，鉄鉱石の資源開発，エディンパラ（Edinburgh）の港であり，

スコット ランドの重要な外国貿易港リース（Leith）の改修築と，それに伴う

国民的市場圏の形成，その国民的市場圏の形成と確立に大きく寄与した鉄道

の敷設，等をあげる乙とができる。

リース港と関連したものとしては， 1826年5月に鉄道の敷設認可を受け
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たエディンパラ・ダノレキース鉄道（Edinburghand DalkeithRailway）があ

り，乙の鉄道の建設は，エディンパラやリース市民の石炭入手の安定化をは

かるための石炭資源地の開発にあったし 1836年8月比建設の認可を受け

たエディンパラ・リース・ニューへイブン鉄道 (Edinburgh, Leith and 

Newhaven Railway）は，低湖（LowTide) IC悩む リース港の実情を打破す

べき港湾の広域化に先鞭をつけるものであった。また，1842年8月に鉄道

の敷設をみたエディンバラ・リース・グラン卜ン鉄道 (Edinburgh, Leith 

and Granton Railway）は， リース港を中心とした港湾の広域化の整備と，

エディンパラ ，リースの産業都市への転換をはかるべき港湾機能の一層の拡

大化に寄与した。

ζのような歴史的経緯を通して， スコットランドiζ於ける主要な外国貿易

港が産業社会の展開とともに，その港湾機能の様相をかえてし、かざるをえな

かった。リース港の乙のような歴史的現実に目を向けながら，鉄道の敷設に

伴い港湾の広域化が実現したその過程を考えたい。それは産業社会の展開花

伴い低潮に悩むスコッ卜ランドの港の新しい対応の一つの例証だからである。

2. リース港とエディンパラ・ダルキース鉄道

エディンパラを中心とした最初の小規模鉄道の歴史を，ヱディンパラ・ダ

ノレキース鉄道のそれに求めることが出来る。乙の鉄道の計画は， R スチー

ブンソン（RobertStevenson〕 がブクノレー・ クイ ーンズベリ ーのW • フラ ン

シス公（WalterFrancis Buccleuch & Oueensberry；以下フクノレー・ク イ

ーンズベリ一公と称する）から調査依頼を受け，鉄道連設に伴う調査報告書を

まとめた時に始まる。それは 1818年12月であった。乙の調査の目的は，エデ

ィンパラとミッドロ ージアン（Midlothian）の石炭，鐙築用石材，石炭の資

源地を鉄道で結びつけるための経済的効果の測定にあった。

エディンパラ ・夕、jレキース鉄道の鐙設は，ユニオンjfil河（UnionCanal）の

建設と同様に，エテ、ィ ンパラ市民の「産業革命Jへの新しい対応として，そ

の歴史的意義を求める乙とができるが 将来的展望を含めた経済的効果につ

いては，鉄道に寄せる期待の方が遥かlζ大きかった。なぜなら，当時のエデ



リース港の広域化問題と小規模鉄道の建設 261 

ィンパラは，なにぶん，消費都市の色彩が強かったので，そこでは，資源地

や生産地との結合，そ乙との迅速な物流が何よりも望まれたからである。石

炭を例にとっても，ミッドロージャンの炭田が開発された時，資源地とエデ

ィンパラまでの道路事情が悪く ，ザックlζ石炭を入れて運ぶか，馬にかつが

せて運ぶかのいずれかであった。乙うしたエディンパラへの石炭輸送の非経

済性が，エディンバラ周辺の鉄道建設に拍車をかけさせた。

リースやエディンパラ市民の石炭や鐘築用資材の資源地として考えられた

ダノレキースは， 1791年lζ4.366人，1801年には 3,906人， 181 1年には

4. 709人， 1821年には5,169人， 1831年には 5,586人の人口を数えた。 III

人口からみても，当時のスコットランドとしてはそれほと、小さな町ではなか

っfこ。

乙のようなダルキース鉄道のような小規模鉄道の鐙設について考えると，

一般的にいえる乙とは， 「産業革命Jの進展に伴う新しい対応の中での局地

市場圏の再編成と整備に結びついた点である。そして，乙乙での小規模鉄道

の鐙設への働きかけは，迅速な物流，安定した輸送体系の般立と結びつき，

道路から鉄道へ，運河から鉄道へといった転換をうながす鉄道輸送の優位性

を前提にするものであった。しかし，エディンパラを中心としたダノレキース

鉄道の場合は，道路から鉄道へ，運河から鉄道へといった，その鉄道の経済

的効果を狙いながらも，単lζ局地市場圏の形成を目論むものだけでなく，主

として乙れまで，エディンパラの商業活動がエディンパラの港リースとの関

係の中で営なまれていたので，鉄道の支線をリースまで延長させる乙とによ

って，既存の港を媒介とした経済的活動の場を一層拡大せしめようとする狙

も，そ乙にはあった。

1829 年 6 月 4 日付のエテ‘ ィンパラ・タルキース線lζ関する第二の法令（2~
一－ (31 

1834年6月27日付の第二の法令 K，リース線の敷設と，リース港内への

延長工事に関する規程が盛り込まれた。乙れらの法令制定の目的は，条項に

もあるように，炭田，穀倉地帯とリ ース港を鉄道によって結び‘つけるととに

よって，市民の経済的効用を喚起する ζとであった。特K，第二の法令では

物流基地としてのリース港の位置づけを前提にしたかのように，乙れまでの
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リース港条令lとみられた，「鉄道が港湾の拡張の支障になってはならないJ，と

いった条項が，部分的にせよ，拡大解釈しうるような条項にとって代った。

それはリ ース港の商業活動が活発になり 蒸気船や大型船舶時代の到来によ

って港湾機能が麻癖し， リース港の拡張が必要になったとき，市長や市行政

官が鉄道路線を移動する乙とを鉄道所有者K勧告しうる権限が規定されたか

らである。つまり，乙の条項では，逆にいえば，港内への鉄道建設が前提に

なっていた。さらに第三の法令では，港内への鉄道の延長が実現すれば，迅

速かっ能率的な船積み，陸揚げが可能になるとして，その必要性が説かれて

いる。そして，タツレキース本線を含めて，乙の支線の敷設lζよって，エディ

ンパラ， リース，ダノレキースの経済的結合IL基づく新経済圏の形成が，より

具体的なかたちで提起された乙とは事実である。

と乙ろが，蒸気船や大型船舶がリース港lζ自由lζ出・入するためには，一

定の深水を機保するために 港内の竣諜が必要になった。リース港がエディ

ンパラやリースの市民の経済的活動の場として，さらに，エディンパラ ・ダ

ノレキース鉄道の鎧設によって約束された夕、Jレキースを中心とした背後地との

関係の中で港湾機能の回復をはかる乙とが ζれまで以上に必要になった。

というのは，船積や陸揚げの必要上入港しなければならなかった，リース港

に船籍を置くクライトン（Crichton）会社のロイヤル・ウィリアム (The 

Royal William）蒸気船の場合を例にとってもわかるように，低潮のために

入港に際して船か浅瀬lζ乗上げてしまうので，どんな天候の時でも，荷の船

積や陸揚げ，乗客：の乗船や下船lζ際して，ボー卜を用いなければならなかっ

た。そのため，他港IC::比べ経賀がかかり，常lζ危険が伴い，大都市エディン

ノイラや炭田，穀倉地を有する夕、ノレキースを背後地に持ちながらその経済的効

果を十分に発揮できないでいた。

乙のような事情もあって， リース港の改修築工事が問題になった。しかし

大型船舶，蒸気船が自由に港内lζ入るためには， 40万ポンドの改修築工事費

がかかった。乙の見積額は，リースに隣接している卜リニティー（Trinity)

の25万ポンド，グラントン（Granton）の 26.8万ポンドに比べると，かなりの

舗にのぼった。そのため，エディンパラの港の新しい位置づけとして，隣接
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港湾の開発が叫ばれた。

注 （1) Dalkeith は；i:来；~業地，:tiで ， i世耕と牧畜が盛んであったが， Midlothian

の東部および南東部の石炭，訂版，ft'.!、岩の資源地は，早くから開発されてい

た。そして，Baldの”Accountof the Coaltrade”によると，水車や風車

iζ代って，炭田の；）＜の汲み山しに最初jのスチーム・ エンジンが Edomonston

家IC::よって取り付けられたのが， 1727年頃であったと R. Stevensonが書

いていることからみて，そ乙での作業技術の水準も高かったように思われる。

(2）”An Act to enable the Edinburgh and Dalkeith Railway Company to 

raise a furth巴rsum of money to make a Branch from the said Railway 

to Leith, and for other pu1 pose relating thereto" 

(3） ・＇AnAct to enable the Edinburgh and Dalkeith Railway from the said 

Railway to th巴 Townof Dalkeith to extend the Leith Branch of the 

said Railway, and for other Purposes relating th巴reto"

3. リースの隣簸港湾

エディンパラやリースの市民の間では，リース港の改修築による港湾機能

の回復を願うものと，エディンパラ周辺の港湾開発を願うものとに分かれた。

そのため，エディンパラ市とリースでは， リース港の港湾改修築工事iζ力を

入れるとともに，他方ではリース港に隣接したニューへイブンやグラントン

諸港との結合を求めたoil)

ニューへイブンは昔からの漁村であった。最初乙乙lζ住みついた漁民は，

オランタからやって来たのではないかといわれている？）

ニューへイブンについてはっきりいえるようになるのは， 15世紀頃からであ

る。ちょうどその頃， ニューへイ ブンIC礼拝堂が建てられた。ニューへイブ

ンが発展の兆をみせるのは 1506年からであ り，それはジ ェームズ 4世

(JamesN）がこの当時最大の船舶 巨大な木製軍鑑グレート・マイケノレ

(the Great Michaetl〕を鐙造するために造船所をつ くってからである2'そ
して， 「産業革命」期に入り，蒸気船や大型船舶がフォ ース湾 (Firth of 
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Forth）を航行するようになると， リースに比べて海底が深いニューへイブ

ンが定期船の寄行港として着目され始めた。

ニューへイフンからさらに西へ行くとブクルー・クイーンズペリー公の所有

内につくられたグラントン港がある。乙の港はブクノレー・クイーンズベリ一公

によって築港され，私的港湾の色彩が強かったが， 1838年6月開港後，フ

ォース港の重要なフェリー基地として機能し スコットランド中央部との物

的流通，人的交流lζ大きく貢献した。

リースに隣接する乙れらの港が，各々の機能を担い始めると，当面，既存

のエディンパラ経済圏とのコミュニケイションが重要な課題になった。そし

て，その最初の具体的措置は，隣接諸港を結ぶ道路網の整備にあった。

産業社会の展開と，新技術の開発lζ伴い，大型船舶，蒸気船時代を迎える

と，低潮という自然的条件からリース港の機能そのものが麻痔してきた乙と

はこれまで述べてきた通りであるが，隣接港湾の開発に伴う道路網の整備は，

大都市エディンパラの都市機能の分散化を可能にし，市街化区域とその周辺

という重層的構造をつくりあげるのに役立った。リースの自然的条件からリ

ース隣接諸港の開発が余儀なくされたが，乙うした方向はエディンパラ ー

リースという旧来からの経済的関係からみると必ずしもよい傾向ではなかっ

た。しかし，結果的Kはリース港の港湾機能が麻療し， リース隣接諸港とエ

ディンパラ， リースが結合した乙とによ って，経済圏の拡大がはかられた。

そして，エディンパラと隣接諸港との関係が密になるに従って，エディンパ

ラ近郊の開発も進み，過密化していたエディンパラそのものの都市機能の分

散化をはかることができ 産業社会の展開を包摂しうるような基盤が乙乙に

できあがった。しかし，何分，道路網が整備され，そ乙lζは経済圏の拡大を

はかりうるような基盤が形成されたものの，当時の陸上輸送機関の実情から

みて，そ乙IC::は制約がみられ，エディンパラと隣接諸港の結合がはかられな

がらも，それはあくまでも局地市場圏内の整備に過ぎなかった。そのため，リース

港を中心としたその隣接諸港湾の広域化した港湾機能を十分なまでに活用さ

せ．国民的市場形成への足掛りをつくるには臨港鉄道の建設をまたなけれは、

ならなカ〉った。
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注 (1) Edinburghの周辺iζは， 乙の他Ii'.:,Portobello, Musselburgh, 

Fisherrowの港がある。

(2) John Russel, The Story of Leith, 1922, p, 233。

(3) Alan Hamilton, Essential Edinburgh, 1978, p, 210. 

Ill (2) 

4. E・ L. N鉄道 とE・L・ G鉄道
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臨港線エディンパラ・リース・ニューへイブン鉄道の建設に伴う申請が，

1836年の春lζ出された。申請の内容は，エテ‘ィンパラ市とリース港をニュー

ヘイルブンやトリニティー（Trinity）と鉄道によ って結合をはかる乙とであ

り，低廉で確実で，しかも迅速なコミュニケイションを約束し，多大な公衆

の利益lζ浴する乙とを目的とするものであった。（3) この鉄道の建設によって，

貨車で輸送される物財から年間 8,000ポンドの収入と， 600,000人の足を確

保する ζとによって生じる年間 7,500ポンドの収入が見込まれた。そ乙では，

年間の鉄道を維持するための経費として5,000ポンドを計上しでも，初年度

lζ資本の 12.5パーセン卜lζ当る 10,500ポンドの純利益が見込まれている。（4)

また，乗客についても， 600,000人は 1835年11月段階の見込であって，1837

年 1月には 1,021,632人と計算がたてられ，乙の段階では 421,632人の乗客

増が見込まれている0(5)

1836年の鉄道建設認可の段階で確認されていたエディンパラからリース

へ，そしてニューへイフンから卜リニティーに至る鉄道敷設が完了し，法令

11:3医われた公衆lζ対する利益と便益がもたらされた段階で，エディンパラ・

リース・ニューへイブン鉄道の一層の経済的効果をあげんがために，支線の

延長に関する法令（”AnAct to alt巴r,explain, reviv巴andcontinue the 

Powers and Provisions. of the Acts relating to the Edinburgh, Leith, 

and Newhaven Railway, and to make two Branch Railways there 

from；つが 1844年lζ施行された。

支線の敷設は，既存のエディンパラ・リ ース・ニューへイブン鉄道が，グ

ラントンの桟橋と，もう一つは北リースの西ドックとする，二つの支線によ
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る延長であった。乙れら二つの支線IC::関する法令が制定された段階で，エデ

ィンパラ・リース・ニューへイフン鉄道会社は発展的lζ解消され， 9人の役

員を限度とする新会社の設立に伴って 鉄道の名称もエディンパラ・リース

．グラントン鉄道と改められた。

グラン卜ンの港は， ブクルー ・クイーンズベリ一公lζよって鐙設3れた私

的港湾の強い港だけに，支線の延長iζ存料、彼の経済的手lj害が婦なわれないよ

う，乙の法令では夕、チントン港の建設に伴う法的に裏付けられた条令の再確

認がなされ，グラント ン港lζ閲する彼の諸権利が確保されている。支線の建

設完了期間が3年間と定められていたので， 1846年には，（”An Act to 

amend and enlarge the Powers of the Acts relating to the Edinburgh, 

Leith and Granton Railway”）が制定ぢれ工事が急がれた。そして，翌年

の 1847年には新たに支線の建設IL伴う法令 （代AnAct to enable the 

Edinburgh, Leith, and Granton Railway Company, to make a Branch 

Railway to the Upper Drawbridge, in the Town of Leith" ) 

が施行され，アッパー・ド ロウブリッジ（UpperDrawbridge）までの延長

がはかられTこ。

乙の法令にみる輸送料金に関する規定を通して当時の臨港鉄道の実情につ

いて考えると，貨物の輸送ばかりでなく乗客の便宜もはかられていた。何故

なら，特別列車の利用乗客者を除いて，客l！，機関車，輸送lと付随した諸料

金を含み，一等利用客については 3ペンス以下，二等利用客については 2ペ

ンス以下，三等利用客については 1.5ペンス以下といったように，輸送料金

に関する政治的指導がそ乙では施されていたからである。また，利用客が車

内lζ持込める手荷物についても，一等乗客については 100ポンドまでとされ，

二等乗客については60ポンドまでとされ，三等乗客については40ポンドまで

と定められていた。そして 乙のように臨港線の支線に関しでも利用者の運

賃と手荷物の制限量が規程に盛り込まれた乙とは，グラントンが新たにファ

イフ対岸のパーンティーランド（Burntisland〕との聞のフェリー航行基地と

してスコットランド中央部との人的交流をはかるべく位置づけられたことが，

その背後では読みとれる。
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また，乙の法令では，物品，物資，動物の輸送lζ闘しでも，貨車や無蓋車

の利用料を含む輸送料金の指導がはかられている。

石炭，コークス，粉末無煙炭，石材，消し炭，白亜，泥灰土，砂，打灰，

粘土，砂利，灰，石灰岩ー，リry~イ7，れんが，タイル，スレート，建築用資材，

各種肥料，ポテ卜，かぶら等の農産物，鉄，鉛，他の金問，組鉱物について

は， 1マイノレ当り 1トンにつき 2ペンスまで。

他の物財，商品については 1マイル 1トン当り 3ペンスまで。

馬，らば，ろばについては 1マイ Jレ当り 4ペンスまでとし，牛，乳牛，雄

牛，畜牛については 1マイノレ当り 3ぺンスまで。

といったようK，輸送対象別価格指導がはかられていた。乙のような行政

指導は，エディンパラ・リース・ニューへイブン鉄道を発展せしめたかたち

で建設されたエディンパラ ・リース・グラントン鉄道によるグラン 卜ン，卜

リニティー，ニューへイブン，リ ースを結ぶ経済的意味が，エディンパラ，

リース経済圏の中で乙とのほか大きかった。そのため，鉄道会社の独占的輸

送価格が設定される乙とを制限する意味で，料金指導が行なわれたものと解

釈できる。つまり，グラン卜ン，ニューへイブン諸港の改修築によって，パ

ーンティーランドを窓口としたスコッ卜ランド中央部経済圏との結合がはか

られ，その結果として拡大したエディンパラ，リ ース経済圏の一層の経済的

効果を狙うべき鐙設された臨港鉄道の経済的意義が，少しでも債なわれない

ために，鉄道会社の経済的独占が助長されないように， f!ilJ限を加える意味で，

輸送品別料金設定という政治的措置が講じられたものと考えられる。

エディンパラ・リース・グラン卜ン鉄道は，その後，本格的な幹線鉄道時

代を迎えるにあたって，その一部はエディンバラ ・グラスゴウ鉄道（Edinburgh

and Glasgow Railway）に吸収され，他の一部はエディンパラ・／ーザ、ン

鉄道（Edinburghand Northern Railway）と合併し＇.61 本来的意味での臨

港鉄道としての役割は終りを告げる。しかし， リース港を中心とした臨港鉄

道が，幹線鉄道に合併吸収された乙とによって，リース港とその隣接する諸

港湾の港湾機能は益々発揮され エディンパラ リースの表玄関としての役

割に留まるととなく，スコッ卜ランドの国民経済園の形成に寄与すべく役割
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と機能を果しはじめた。

注 (1) 1836年8月iζ建設認可を受けた Edinburgh,Leith and Newhaven 

;::tail wayをいう。

(2) 乙れはEdinburgh,Leith and Granton Railwa）の略称である。

(3) Patrick Neel，”Considerations regarding the Edinburgh, Leith, and 

Newhaven Railway address巴dto the Commissioners of Improvements, 

th巴 Inhabitantsof the Eastern Divisions of Princes Street and of the 

Streets under which the Tunn巴lis proposed to carried; and to the 

Shareholders of the Railway Company，” 1837. 

(4) Ibid., p. 3. 

(5) Ibid., p. 3. 

(6) The Edinburgh and Northern Railway Company・ の事業を継承するか

たちで，新会社 The Edinburgh, Perth and Dundee Railway Company 

が設立された。乙の新会組の設立は， Edinburghand Northern Railway 

とEdinburgh,Leith and Granton Railwayが合併してからである。

5. 結 三五
回日

グラントン，ニューへイブン， トリニティーの改修築によ ってリースを中

心lζ広域化した港湾が，エディンパラ・リース ・ニューへイブン，さらには，

エディンパラ・リース・グラン卜ン鉄道の相っく建設によって，港湾の有機

的関連がはかられたと同時に，その有機的関連から，道路が果す経済的役割

とは比較にならない程のエディンパラ経済圏の一層の拡大がはかられた。乙

う考えると，港湾の広域化を実質的なものにした鉄道の建設は，エディンパ

ラ経済圏の鉱大lζ大きな力になったし，それは，また，乙れまでグラスゴウ

との関係の中で位置づけられていたエディンパラ経済圏そのものをス コット

ランド中央部とも結びつけるのに役立った。

その意味でも，乙の臨港鉄道はリース港の港湾の広域化を実現させ，エデ

ィンパラ，リース経済圏を拡大せしめたものと してその経済的意義を評価す

る乙とができる。そして また エディンパラ行政区内にみた港湾の広域化
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を実現させ，エディンバラ，リース経済圏を拡大せしめたものとしてその経

済的意義を評価する乙とができる。そして，また，エディンパラ行政区内に

みた港湾の広域化情惣は，リース港の改修築工事の背景と相対するかたちで

展開したその歴史の中IC，既存の経済圏とは経済的利害を奥にする新しい運

動の高まりと，それを指導した既存経済圏外の有力な市民との新しい経済的

抗争という舞台を通して 「産業革命Jの進展に伴うエディンバラ行政区内

民の対応の歴史的一面をみる乙とができる。

〔付記〕

紙面の郎合上，エティンパラ経済圏内iとみるリース港を中心とした港湾の広成化問

題について詳細！な論述を試みる乙とができず，むしろ全体を学会報告のための問題提

起に留めた。そ乙で，詳細についてはftlli1f『スコットランド産業革命の展｜淵 ー エデ

インパラ経済凶を中心fi'.:J （八千代：L:版）を参照していただければ幸いである。


